
旭川市報道依頼

各報道機関 様

発表日 令和元年１１月１８日

発信課 スポーツ課

担当者 今村

連絡先

電 話：２３－１９４４

ＦＡＸ：２５－２６８０

E-mail：sport@city.asahikawa.lg.jp

分 類 イベント･行事 募集 契約･入札 会議･説明会 その他

日 程 １１月１８日（月）から１２月１９日（木）まで

発表項目

（行事名）

（仮称）旭川市スポーツ推進条例骨子（案）に対する意見提出手続（パブリック

コメント）の実施について

概 要 旭川市では，スポーツ推進に係る基本理念等を定め，市民と行政などが協力して，

市民が主体的にスポーツに取り組む機会の提供と環境づくりを一層推進していくため

に，「（仮称）旭川市スポーツ推進条例」を制定することとし，現在条例骨子内容につ

いて検討を行っております。

つきましては，市民の皆様から幅広く御意見をいただくため，「(仮称)旭川市スポ

ーツ推進条例骨子（案）」に対する意見提出手続（パブリックコメント）を実施しま

すので，報道方よろしくお願い申し上げます。

１ 期間

令和元年１１月１８日（月）から令和元年１２月１９日（木）まで

２ 資料配布場所

スポーツ課，市政情報コーナー，総合庁舎案内，第二庁舎案内，第三庁舎案

内，各支所，各公民館，東部まちづくりセンター，リアルター夢りんご体育館

（総合体育館），忠和体育館，道北アークス大雪アリーナ，大成市民センター

体育館での配布のほか，旭川市ホームぺージに掲載します。

添付資料
有

「（仮称）旭川市スポーツ推進条例骨子（案）」に対する意見等の募集について

報道（取

材）に当た

ってのお願

い
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